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訪問介護重要事項説明書 

 

これは、訪問介護の開始にあたって契約締結を行う際、厚生省令第３７号 

８条に基づいて、当事業所があらかじめ説明しなければならない事項を記したものです。 

 

１．サービスについての相談 

  電話番号  ０７４７－５３－２００６  (午前８：３０～午後５：１５) 

  ※上記の時間以外の緊急連絡先 ０９０－３９９１－１６５４ 

    担当 新田 裕輔 

※ご不明な点は何でもお尋ねください。 

 

２．事業所の概要 

法人名 社会福祉法人  大淀町社会福祉協議会 

代表者氏名 会長  辻本 眞宏 

法人所在地 

（連絡先） 

奈良県吉野郡大淀町下渕１２２３番地 

   ＴＥＬ    ０７４７－５３－１９４１ 

   ＦＡＸ    ０７４７－５４－２８８８ 

事業内容 居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問看護事業 

 

３．訪問介護事業所の概要 

事 業 所 名 社会福祉法人大淀町社会福祉協議会訪問介護事業所 

代 表 者 氏 名 会長   辻本 眞宏 

介護保険指定番号 訪問介護（奈良県 ２９７３６０００１４） 

事 業 所 所 在 地 
奈良県吉野郡大淀町下渕１２２３番地 

ＴＥＬ ０７４７－５３－２００６（訪問介護直通） 

事業の目的・運営方針に

ついて 

介護保険法に基づき、利用者が居宅において日用生活を営

むことができるようサービス提供をします。 

サービス提供地域 大淀町内全域 

営 業 日 及 び 時 間 
通常時間帯 

8：00～18：00 

早朝 

7：00～8：00 

夜間 

18：00～21：00 

平 日 ○ ○ ○ 

土 ・ 日 ・ 祝 日 ○ ○ ○ 

※ 但し、１２月２９日 ～ １月３日は休業。 

※ 時間帯により、料金が異なります。 
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４．職員体制 

 資 格 常 勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 

 

 
１名  

管理業務等 
１名 

サービス提供責任者 介護福祉士・ 

１級修了者 

２名 

名 
 

指導・助言

等 
２名 

サービス従事者 介護職員初任

者研修修了者

（2 級修了者） 

名 ８名 
身体介護 

生活援助等 
8 名 

 

５.介護計画の作成 

・利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護サービ

ス計画がある場合には、それをふまえた訪問介護計画に定められます。ただし、

利用者の状態の変化、介護サービス計画に位置付けられた目標の達成度等をふ

まえて、必要に応じて変更することがあります。 

・利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、訪問介護計画に定めた実施

回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護支援事業者と調整の上、支給区

分の変更、介護サービス計画の変更又は要介護認定の変更の援助等必要な支援

を行います。 

  ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額

の全額をご負担いただきます。 

 

6.事業所が提供できるサービス内容 

  ２０分以上持続的に行った場合のみ算定、日常生活に絶対必要なケアプランに位

置づけられた介助及び見守り。 

 

①身体介護（原則として、利用者のための介護を行う業務） 

・食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・体位交換・着替え・離床・洗髪 

・通院介助等の見守り 

※サービス従事者が入浴介助をする場合には、医師の診断やご家族の立会いをお

願いすることがありますので、事前に相談をさせていただきます。ご了承くだ

さい。また、体調の状態によってサービスを中止することがあります。 

 

②生活援助（原則として、利用者のための家事を行う業務） 

・買物  ※ご家族分の買物及び、煙草・お酒類の買物は行いません 

・調理  ※ご家族分の調理は行いません。 

・洗濯  ※ご家族分の洗濯は行いません 

・掃除  ※大掃除・庭等の敷地の掃除は行いません 
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・ご本人の衣類の補修（ボタン付け・ほつれの補修）・整理整頓・薬もらい・ 

診察券入れ・その他 

※預貯金の出し入れは行いません。 

 

③通院等乗降介助（通院のための乗車、降車等の介助が中心である場合） 

・移送時間を除く通院のための一連の行為＝離床・着脱・歩行・薬の受け取り・

院内受付・乗降介助・通院の準備等 

 

7.利用料金  

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

※利用者負担額は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の 1割～３割です 

※基本単位（特定事業所加算を含まない） 

身体介護 

中心型 

 

 

 

 

２０分以上 

３０分未満 

  ２４４単位 

   （身１） 

 

    

３０分以上 

１時間未満 

  ３８７単位 

  （身２） 

 

 

１時間以上 

１時間３０分未満 

５６７単位 

（身３） 

 

 

 生活援助 

中心型 

２０分以上４５分

未満 

  １７９単位 

  （生２） 

 ４５分以上 

   

２２０単位 

  （生３） 

 

通院等乗降介助   ９７単位   

※生活援助加算 引き続き生活援助を行った場合の加算 

（２０分から起算して２５分ごとに加算、70 分以上を限度） 

※特定事業所加算（Ⅱ）として訪問介護全サービスに１０％の加算をさせて頂きます。 

※特定事業所加算（Ⅴ）として訪問介護全サービスに３％の加算をさせて頂きます。 

※基本料金に対して、早朝・夜間帯は 25%増し、深夜は 50%増しとなります。 

※やむを得ない事情でかつ、お客様の同意を得て、二人で訪問した場合は二人分の 

料金となります。 

※初回加算として、初回利用月（２ヶ月以上ご利用がない場合及び要介護から要支援、

要支援から要介護に区分が変更になった場合）に限りサービス提供責任者がサービ

スを行う場合または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行した場合に、200

単位／月頂きます。 

※緊急時訪問介護加算として、ご利用者様や家族様から要請を受けてサービス提供責

任者が介護支援専門員と連携を図り計画にない訪問介護（身体介護に限る）を行っ

た場合 100 単位／回頂きます。 
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※生活機能向上連携加算として、サービス提供責任者が訪問リハビリテーショーン事

業所の理学療法士等と共同して行なったアセスメント結果に基づき訪問介護計画

を作成し、サービス提供を行なった場合に、初回の訪問介護が行なわれた日から 3

ヶ月間 100 単位／月頂きます。 

※介護職員処遇改善加算 

介護職員の処遇改善を進めていくことを目的にした加算 

所定単位数にサービス別加算率（１５．８％）を乗じた単位数で算定させて頂き

ます。 （１単位は、１０円です） 

 

※介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります 

 交通費 

自動車等を使用した時、利用者の居宅が、通常の事業実施地域（大淀町）以外の

場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 

本所から片道おおむね１０キロメートル未満：1,000 円 

本所から片道おおむね１０キロメートル以上：2,000 円 

 

（3）その他の費用について 

①介護支援専門員の作成したケアプランに基づき身体介護型の介護輸送サービス

を行う場合 

   ・運賃 １回（片道）１００円  

②乗降介助型の介護輸送サービスを行う場合 

   ・運賃 １回（片道）５００円 

（4）キャンセル料 

急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要になった

場合は、至急ご連絡ください。 

 

連絡先 ０７４７－５３－２００６ 

利用日の前営業日の午後 5 時までにご連絡をいただいた場合 無 料 

連絡が遅れた場合またはご連絡をいただかなかった場合 介護保険料の１割 

※ただし、利用者の病変・急な入院・施設入所など、やむを得ない事情 

よる中止の場合にはキャンセル料はいただきません。 

※利用者が不在などのため、サービス提供が出来ない場合は１０分間現地 

て待機いたします。 

この時間を過ぎてもお客様が不在の場合は、サービスの中止とみなし、キャンセ

ル料を頂きます。また待機中に戻られた場合には、予定通りのサービス時間を提

供いたします。 
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（5）その他 

①利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電 

気、電話および交通費の実費（通院・買い物などの際、交通機関を使用した場

合）の費用はお客様のご負担になります。 

②利用料その他の費用の請求及び支払い方法 

請求の方法 1 ヶ月毎に合計額を計算し、翌月の中旬に、請求書と利用明細書を添

えてお届けします。但し、請求額のない場合はお届けしません。 

支払い方法 利用料につきましては、事前に口座振替依頼書に記入頂くことによ

り、直接金融機関から、引き落としをさせていただきます。 

取扱金融機関・・・南都銀行 

         奈良県農協    各支店 

引 落 日 ・・・利用月の翌月末引落 

※月末が土日祝の場合は翌営業日の引き落としとなります。 

※引落を確認後、領収書を発行させて頂きます。 

※支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内に 

お支払いがない場合は契約を解約していただくこともあります。 

解約後に未払い分をお支払い頂きます。 

 

８．緊急時の対応法について 

サービスの提供中に状態の変化等があった場合、主治医にご連絡するとともに、予

め指定する緊急連絡先等へ連絡します。 

主
治
医 

主治医氏名  

医療機関名称  

所在地 

 

電話番号 

 

 

ＴＥＬ 

家
族
等 

緊急連絡先の家族等  

住所 

 

電話番号 

 

 

ＴＥＬ 
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９．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者

家族、利用者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

市
町
村 

市町村名  

担当課名  

電話番号 ＴＥＬ 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所 

事業所名  

所在地  

担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ  

電話番号 ＴＥＬ 

  なお、事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  社会福祉法人全国社会福祉協議会 

保険名    福祉サービス総合保障 

保障の概要  身体障害、財物破損、管理受託物補償 

 

１０．サービス内容に関する苦情 

当事業所の提供している訪問介護サービスに関するご相談・苦情を承ります。 

当事業所の窓口 電話番号 

FAX 番号 

担当者名 

第三者委員 

 ０７４７－５３－２００６ 

 ０７４７－５４－２８８８            

新田 裕輔 

上坂 美代子  井片 正子 

市町村の窓口 
所在地 

電話番号 

担当部署 

奈良県吉野郡大淀町桧垣本２０９０ 町

役場内 

 ０７４７－５２－５５０１ 

 福祉介護課 介護保険係 

公的団体の窓口 

奈良県国民健康保険

団体連合会 

所在地 

電話番号 

担当部署 

 奈良県橿原市大久保町３０２－１ 

 ０１２０－２１－６８９９ 

 介護保険課指導相談係 
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１１． 福祉サービス第三者評価 

 社会福祉法 78 条 1 項に規定する任意の福祉サービス第三者評価は 

現時点において受けておりません。 

 

 

１２．虐待防止について 

  （１）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じ

ます。 

①虐待防止に関する担当者の選定と委員会の定期開催   

担当者：大淀町社会福祉協議会事務局長 委員長 宮本賢太郎 

➁虐待を防止するための従事者に対する定期研修の実施 

③利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

④その他、虐待防止のために必要な指針等の措置 

 

（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用

者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われ

る利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも

のとします。 

 

 

１３．ハラスメント対策 

  （１）事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きや

すい環境づくりを目指します。 

    

（２）利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中

傷などの迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。 

 

１４．身分証携行の義務 

訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者 

の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１５．業務継続に向けた取り組みの強化 

  感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが安定的・継続

的に提供される体制を構築します。 

（１）業務継続に向けた計画(業務継続計画・BCP)を策定し、感染症や非常災

害発生時には計画に従って必要な措置を講じます。 
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（２）業務継続計画を職員に周知するとともに、必要な研修や訓練(シュミレ

ーション)を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを実施し、必要に応じて計画内容の変 

更を行ないます。 

 

 

 

 

１６．身体拘束等の適正化の推進 

（１）指定訪問介護の提供にあたっては当該利用者又は他の利用者等の生 

命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束等は行いません。 

  （２）やむを得ず身体拘束等を行う場合には適正化の指針に則り、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由（切迫性、非代替性、一時性）を記録する等、適正な運用を図

ります。 

 

１７．感染症対策の強化 

   （１）感染症予防・蔓延の防止のための対策を検討する委員会を開催し、

職員などに周知徹底を図ります。 

   （２）事業所における感染症予防・蔓延のための指針を整備し、研修・

訓練を開催します。 
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訪問介護事業に関する個人情報取扱業務概要説明書 

 

大淀町社会福祉協議会個人情報保護規程第５条の規定に基づく、訪問介護事業（以

下「本事業」という。）にかかわる個人情報の種類等についての規定は、下記のとお

りです。 

個人情報の種類 

 

・本事業利用者が申請書、契約書に記載した事項 

・本事業担当者が相談により把握し個別援助計画に記載した

事項 

・サービス提供表    ・処方箋 

・作業報告書      ・サービス提供表 

・業務完了書      ・サービス計画表 

・事故報告書      ・苦情報告書 

・フェースシート    ・業務日誌  

・カンファレンス表   ・請求書、領収書 

・利用者一覧名簿    ・その他 

個人情報の利用目的 訪問介護事業におけるサービス提供を適正かつ円滑に行い、

利用者の在宅生活の継続及び自立に向けて支援を目的とす

る。 

個人情報の利用・ 

提供方法 

本事業担当者の管理のもとに保管するとともに、コンピュー

ターに入力し、上記利用目的に沿った利用を行う。 

また、下記により本会内部での利用又は外部への提供を行う。 

(1)内部での利用 

・訪問介護受付の管理 ・個別援助計画の作成 

・カンファレンス及びミーティング 

・サービスの質の向上 

・個別援助計画に基づきサービス提供を行う事業所、職員間

の連携 

(2)外部への提供 

・近隣の医療機関（病院、医院、療養型施設） 

・近隣の保健所、市町村の保健センター 

・近隣の居宅介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所、

訪問入浴事業所、福祉用具貸与販売事業所、特定非営利活動

法人、老健施設、身体障害者施設 

・民生児童委員・その他 

その他の情報 本事業担当者が、上記情報の取得その他の機会において、利

用者から相談を受けた事項は、本人の同意のない限り、本事

業担当者以外には、伝えてはならない。 

個人情報保護担当者 宮本 賢太郎 
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令和  年  月  日 

 

当事業所は、重要事項説明書及び個人情報取扱業務概要説明書に基づいて、訪問介

護のサービス内容、重要事項並びに個人情報取扱業務概要を説明しました。 

 

 

 

事業所 

所在地 奈良県吉野郡大淀町下渕１２２３番地 

名 称 社会福祉法人大淀町社会福祉協議会 

代表者    会 長 辻 本  眞 宏 

    

 

説明者 大淀社会福祉協議会訪問介護事業所 

 

             氏 名               印 

 

 

 

 

重要事項説明書及び個人情報取扱業務概要説明書に基づいて、訪問介護 のサービ

ス内容、重要事項並びに個人情報取扱業務概要の説明を受け、同意します。 

 

利用者 住所 奈良県吉野郡大淀町        

 

                  氏名            印 

 

 

（代理人）住所 

 

氏名            印 

 


